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　軽自動車税の納期限は、５月１日です。
期限内に忘れずに納めましょう。 
　納税通知書は４月１９日ごろの発送予
定です。 
　身体障害者手帳等を受けている方は、
その障害の区分及び程度により減免制
度がありますので、納税通知書が届い
てから４月２４日までに申請してください。 
■減免申請受付場所：仙北市役所税
　　務課、角館・西木両地域センタ－、
　　各出張所 
■申請に必要なもの：減免申請書（減
　　免申請受付場所にあります）、運
　　転免許証の写し、車検証の写し、
　　身体障害者手帳の写し、印鑑、軽
　　自動車税の納税通知書 
■問合せ：仙北市税務課市民税係 
　　　　　　　　　TEL（４３）１１１７ 

　市税務課では、平成１９年度固定資
産税の課税の基礎となる価格や課税
内容などを前もって知ってもらうため、土
地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧、固定
資産課税台帳の閲覧を次のとおり行い
ます。 
　手数料は、縦覧期間中であれば、縦覧・
閲覧とも無料です。 
■縦覧期間 
　４月１日（日）～５月３１日（木） 
　８：３０～１７：００（土、日、祝日を除く） 
■縦覧場所 
　・市税務課（田沢湖庁舎）              
　・角館地域センター総合窓口課 
　・西木地域センター総合窓口課 
　※閲覧については市税務課、角館
　　地域センター総合窓口課、西木地
　　域センター総合窓口課、神代、田沢、
　　桧木内、上桧木内各出張所 
■問合せ： 
　仙北市税務課　固定資産税係 

TEL（４３）１１１７ 

　秋田県では、公益の増進を目的として、民間の自発的な活動と地域づくりに
関する取り組みや活動に資金を交付します。 

■ボランティア・市民活動支援助成金【ボランティア資金】 

■元気なふるさと秋田づくり活動支援事業【元気あきた資金】 

事業名 活動内容 助成対象経費 限度額 

事業名 活動内容 助成対象経費 限度額 

調査・研究事業 

器材整備事業 

県外の先進地の
活動を調査・研究 
（１団体３人まで） 

研修会等参加負担
金、宿泊旅費、報
告書作成費　ほか 

散水機、プランター 
教材類　ほか 

活動に必要な器
材購入（個人的に
使用するものや消
耗品は除きます） 

２００，０００円 

２００，０００円 
（３年に１回） 

イベント等 

※予算の状況によっては今年度最後の募集となりますので、秋以降の事業も応募して 
　ください。 
※同一年度内の助成は一団体につき一事業のみです。 
■募集期限：５月１０日（木） 
■申込、問合せ：仙北地域振興局　地域企画課 
　　　　　　　大仙市大曲上栄町１３－６２　 TEL０１８７（６３）５１１４  
　　　　　　　ホームページ  http://www.pref.akita.lg.jp/npo/

講演会等 

地域に根ざした新た
なイベントを立ち上げ
たり、既存のイベント
をパワーアップしたい 

会場使用料、パンフレ
ット等作成費、通信運
搬費、事務機機リース
料、消耗品　ほか 

講師謝礼金、講師
旅費、資料作成費、
会場使用料　ほか 

地域のあり方を考
えるための学習会
などを開きたい 

事業費の１／２以内 
但し、限度額は 
１，０００，０００円 

２００，０００円 

 H１７・１８年度に助成を 
受けた団体は対象外 


